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ＪＲ総連総合共済の申請は２０１８年４月１日以降、共済給付
事由が発生した日から３年間となります。３年を越えた場合は
申請する権利が消滅してしまいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にも「家族傷病」等の給付がありますので、しっか
り家族登録を行いましょう。詳しい内容については分会
共済担当に確認してください。 

 

 

 

 
  


